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は じめ に

長野県南佐久郡小海町において,北牧財産区の経営的危機を打開するために,一般の都市

住民から林業資金を導入することをねらいとして, LJふるさとの森〝事業を行ない,費用分

担者を募集したところ,爆発的な人気を呼んで多くの応募者が現われ,結局北牧財産区有林

と小海町有林内において408区画で204haにわたって L'ふるさとの森′'が設定され,408人の

費用分担者,すなわち小海町の特別町民が誕生した｡

私達の森林経理学研究室においては,この事業に対して関心を抱き,過疎対策的な視点か

ら,社会的機能の貨幣化の視点からなどといろいろな角度からの検討を行なっているが,本

報告では,林業経営的視点からの問題点をとりあげることにした｡

§1 事業の概要

1 小海町の概況

〟ふるさとの森"事業の行なわれた長野県南佐久郡小海町は,東京の北西方向約200kmの

ところ,そして避暑地として著名な軽井沢の南方約50kmのところに存している｡ 千曲川が

町内を縦断し,西方には八ヶ岳連峰が吃立しており,冷涼であって乾燥しているという気象

条件は,この町の避暑地的価値を高めるものとなっている｡

小海町はもともと山村であって,総面積12,311haの78%にあたる9,570haまでが森林 ･原

野によって占められており, 8%にあたる1,003haだけが水田･普通畑 ･桑園などの耕地と

なっている｡そして,わずかしかない水別ま,集落とともに千曲川沿いの平坦地だけに散在

しており,その背後に存している傾斜地は,集落に近いところで普通畑や桑園として利用さ

れているにすぎない｡

小海町では,1960年ごろまでは農林業中心の就業構造がとられていたが,その後,都市化

時代に入り,近辺の佐久市などに工場が誘致されてくるとともに,急速に農林業からの脱出

が進み,林業ならびに農業に対しての依存度の低下が目立つようになった｡そして,最近に

なると観光業が伸びてきて,町内の産業構造の変化には目をみはるものがある｡

小海町の観光というのは, 〟小海線の旅〟の一環として,その周辺の湖沼 ･山岳 ･高原 ･

峠などの恵まれた自然観光資源を,若い女性を中心とする行楽客達によって評価されてきた
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ものである.小海町の松原湖は,以前にはすぐれたスケー ト場として冬季に多くのスケー ト

客を集めたのであるが,人工スケー トリングが各地に造成されていくにつれて,スケー ト客

はしだいに減少してきた｡そして,それに代って,夏季の避暑客を中心とする行楽客が増え

てきた｡最近の行楽客の大半は,学生や若い女性グループ,それに家族連れである｡それら

のうちでも目立つようになってきているのは,大学生のクラブの合宿であり,野球 ･サッカ

ー ･テニスなどのスポーツ合宿の他にも,ギターやバンドなどの音楽クラブの合宿なども多

くなされている｡このような人達の他に,常連の釣 り客や八ヶ岳をめざす登山者も多く,観

光地化がしだいに進んできている｡

2 事業の経緯

小海町の北牧財産区においての山林経営は,それが北牧村有林として経営されていたころ

からカラマツ人工林化を中心としてすすめられてきた｡すなわち,1950年代にはカラマツ材

は土木用材として有利に取引きされていたし,造林政策的にもカラマツによる拡大造林が強

く推進されてきたこともあって,広大な面掛 こわたってカラマツ人工林が造成されてきた｡

そして,北牧財産区有林は,1956年に小海町に合併して後,旧北牧村地域の上水道施設設置

のための資金を得るために積極的に伐採が進められ,その跡地にはカラマツの植栽が進めら

れたので,現在の北牧財産区有林の資源構成は表 1にみるように,若齢級のカラマツ人工林

が大半を占めるにいたっている｡

表 1 北牧財産区有林森林資源構成表

｢盲甘一旦空､I I 2 E 3 14 15 16 17 18
9 llO以上l合計

岩石地･崩壊地 I l I l l l L l l l l17.77

51●99i122●33i;;憲 l…24㌔…;

資料:長野県森林調査簿による (昭和49年12月末 日現在)

それだけに,北牧財産区有林では非常に多くの保育作業を行なうことが必要となり,その

た馴 こ1972年度から公有林野整備事業債を借入れて森林の保育にあたってきたが,この公有

林野整備事業債は据置期間5年,元利償還期間20年なので,1977年度からその返済もはじま

り,北牧財産区としては,年間約900万円の予算を組まざるを得なくなった｡一方, 財産収

入はわずか60万円程度しか見込めない現状で,その経営はまったく苦しいものとなってしま

った｡そのような状況になって,北牧財産区有林の経営に関して責任のある小海町と北牧財

産区議会とでは,財産区有林野の維持 ･管理に関して,山林を保有したままで経営していけ



特定分収契約設定事業の検討 3

る方策を検討せざるを待なくなった｡その検討過程において,1976年度から実験事業として

島根県布施村ならびに熊本県菊池市で実施された L'特定分収契約設定促進特別事業-'が成功

している実例を知り,これからの森林保育のための資金を得る手段として, 〟特定分収契約

設定事業"を導入しようと考えるにいたった｡ところが,樹種がカラマツであり,その材価

があまりにも低いために,事業の成功について危ぶむ者も多かった｡そして,いろいろの検

討の結果,山林投資としての側面よりも 〟ふるさと〟の対象として受けとめやすいように,

小海町の施設利用の割引きなどの特典を盛り込んだ J'特別町民制度〟をとり入れることによ

って,事業がスムーズに進むように考えられた｡

そして,1978年11月1日から費用分担者 (共同経営者)を募集することにされたが,それ

表 2 応募者居住地域別 ･職業別内訳 単位 :人

l県 名 l公務員 会社員 医 師 学 生 主 婦 自 営 無 職 - 業 その他 I合 計

東 京 24 89 7 5 21 31 28 10 215

神奈川 10 38 1 6 11 9 1 76

千 葉 6 20 3 6 2 7 2 46

茨 城 2 6 1 2 ll

栃 木 2 3 1 1 .l l 9

埼 玉 9 20 3 1 4 2 4 1 44

群 馬 1 5 2 4 1 13

山 梨 1 2 3
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は信濃毎日新聞 ･読売新聞 ･朝日新聞 ･サンケイ新聞 ･文化放送 ･東海ラジオ･NHK･東

京タイムズ･東京新聞,赤旗 ･北海道新聞などでとりあげられた｡そのようななかで11月30

日を迎え,〟ふるさとの森〟の募集が打ち切られたが,11月中での問い合わせ件数は1,550件

におよび,最終的な応募者は677件 (実人員577人)に達した｡ 応募者577人の居住地域別な

らびに職業別内訳を示しておくと表2のようである｡

費用分担老決定のための抽選は 12月15日に小海町役場で行なわれ,114人が費用分担者と

して決定された｡ その後,事業対象地を236区画 (118ha)にわたって拡大し, 全部で350区

画 (175ha)の森林に対して 〟ふるさとの森〝事業を行なうようにされ,1979年3月28日に,

第 2次抽選会が行なわれた｡しかし,なお抽選に洩れた申込者の中での希望が強かったので,

小海町としては,北牧財産区有林に隣接している小海町有林内で,58区画 (29ha)の森林を

〝ふるさとの森〝事業対象地にふくませることにし,結局,全部で408区画 (204ha)の森林

に対して 〝ふるさとの森〝事業が行なわれることになった｡

3 事業の概要

小海町 〟ふるさとの森〝事業は,北牧財産区のカラマツ林経営の苦境を打開するために行

なわれたものであ り,基本的には,カラマツ林 (現在20年～25年生)の経営資金として1ロ

50アールあたり60万円を出資してもらい,30年後に主伐してカラマツ材を売った利益の半額

を出資した費用分担者に返済しようというものである｡

このような成林途上の人工林を対象として,森林所有者と出資者としての都市住民などが

分収契約を締結し,伐採時の収益をわけ合うという 〝特定分収契約設定事業〟は,本来,也

資者の財産形成に役立てるという側面が強く,森林を資産づくりに利用していくものであろ

う｡しかし,小海町の場合には,対象森林がカラマツ林であり,その収益性がもともと低い

だけに資産形成に役立ち得るとは思えなかった｡そこで,他の側面であるいわゆる 〝ふるさ

と〝機能を発揮させることによって, 〟ふるさと〟を持たない都市住民などに対して物心両

面で緑の 〝ふるさと〟を提供していく面に力点がおかれるようにされたのである｡したがっ

て,小海町の ''ふるさとの森け事業は,

イ) 特定分収契約設定事業

ロ) 特別町民制度事業

の2事業によって構成されていると考えてよい｡

(1) 特定分収契約設定事業

小海町の ''ふるさとの森〝事業の基本となるもので,北牧財産区ならびに小海町の所有に

かかるカラマツ林204haを対象として,森林所有者の北牧財産区または小海町と費用分担老

とが分収契約を締結し,伐採時の収益を分け合うものである｡小海町での 〝特定分収契約設

定事業〟の内容の主要項目をあげておくと次のようである｡

イ) 事業対象場所

長野県南佐久郡小海町大字千代里字西窪

JV ;! ;! ;/ 字白石

~･v p JV JV 字大久保沢

ロ) 森林所有者

北牧財産区 175ha(350区画)
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小海町

-) 対象森林の樹種および林齢

カラマツ

29ha(58区画)

20年～25年

ニ) 契約期間

契約締結後30年間 (伐採林齢50年以上)

ホ) 契約面積

1口 50アール

-) 収益分収割合

費用分担者 50%

北牧財産区または小海町 50%

ト) 契約金額

1ロ 60万円

チ) 契約資格

20才以上の行為能力者の個人

リ) 契約の締結

特定分収契約

立木共有登記

なお,これら分収契約は立木についてのみ有効であって,契約地に別荘を建てることはで

きないが,ワラビやゼンマイを採ったり,タラの芽採り,キノコ狩などは自由にできる｡ま

た,契約後のカラマツ林の手入れはすべて北牧財産区が行なうことにされている｡

(2)特別町民制度事業

小海町の 〟ふるさとの森〝事業の大きな側面として,都市部に居住している人達に対して,

この ''ふるさとの森〟を通じて,小海町を L'緑のふるさと"にしてもらうことがあげられる.

当初,小海町の計画では,町の出身者に対して事業を行なうことにしていたが,町出身者

の対応がなかったために,広く一般国民全体に呼びかけざるを得なくなった｡その時,不特

定の一般国民に対する場合, 〟ふるさと〟として抽象的に呼びかけるのではなく, 〟町民〟と

して具体的なつながりのなかで 〟ふるさと〟を呼びかける意味を考え, 〟ふるさとの森〝事

業の一環として 〝特別町民制度〟が設定された｡

この 〝特別町民制度〟によって 一一ふるさとの森〟の費用分担者は,小海町民となったので

あり,小海町を ''ふるさと"として実体的に考え得るようになった｡そして, "ふるさと〟

としての小海町へ訪れやすくするた桝 こ,テニスコー ト･グラウンド･プールの利用料を5

割引きし,貸別荘 ･キャンプ場 ･フィール ドアスレチックの利用料を2割引きし,また,旅

館や民宿の宿泊料を1割引きするような優待制度もつくり出された｡

4 費用分担者の概要

小海町の 〝ふるさとの森〝事業の費用分担者について,

イ) 性別

ロ) 居住地域別

-) 職業別

の構成状態を費用分担老名籍から集計整理した結果は次のようであった｡
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(1) 性別構成状態

男性が290人 (71%),女性が118人 (29%)となっており,大半が男性であった｡しかし,

小海町産業課によると,事業の問い合わせの電話の大半は女性からであり,それも家庭の主

婦からのものが多かったということであり,これらのことを考えると,名儀は主人のものに

なってはいるが,実際に費用分担したのは女性の方が多いのではないかと推測し得るのであ

る｡

(2) 居住地別構成状態

関東地方が302人 (75%),東海地方が53人 (13%),近畿地方が18人 (4%),甲信越地方

が14人 (3%), その他が21人 (5%)となっており, 関東地方に集中していることが知ら

れた｡その他の地方としては北は北海道から南は九州にまでのあらゆる地方がふくまれてい

た｡ 関東地方での内訳についてみると,東京が164人,神奈川が53人,埼玉が35人,千葉が

28人となっており,首都国内で人口密度の高い地域や,近年になって人口増加のいちじるし

い地域に多いことが知られた｡また,東海地方や近畿地方が関東地方に比べていちじるしく

少ないのは,小海町が関東地方に比較的近く,また,関東文化圏に属しているから,東海 ･

近畿地方のものにとってなじみにくいからであると考えてよいであろう｡また, 〟遠隔地〟

や L'人口密度が低く,人口増加率も低い地域〟に居住しているものが費用分担者になること

が少なかったのは,前者にあってほ,小海町に対する関心が薄かったことによるのであろう

し,後者にあっては,なお地域内に森林が豊かに存しているので,この種の事業に関心をも

ち得なかったからであると考えてよいであろう｡とにかく,首都圏地域にあって,近年急激

に人口の集中化が進み,都市化され,生活環境の中から 〝自然〟が失われていった地域に居

住している人達が,小海町の 〟ふるさとの森′′事業に高い共鳴を示したのである｡

(3) 職業別構成状態

〟ふるさとの森′′事業についての問い合わせの電話は,主婦からのものが圧倒的に多かっ

たが,契約書名儀人の職業別構成は,会社員が163人 (40%)でもっとも多く, 次いで自営

業が80人 (20%),公務員が61人 (15%), 医師が15人 (4%),学生が11人 (3%)という

ようになっており,自然や森林などとは直接的に関係していない職業への従事者が多いこと

が知られた｡また,主婦は44人 (11%)であり,農林業従事者は3人であった｡

昏2 事業の問題点

小海町の "ふるさとの森〝事業は,北牧財産区の財政的危機を救うために行なわれたもの

であり,郡市住民一般から多額の私的資金を林業のために集め得た点からみると,大成功で

あったと考えられよう｡

しかし,この事業は苦境に立たされているカラマツ林業を背景にして行なわれたものであ

るだけに,もともと投資性は高くなく,30年後の分収時の配当金質が当初の費用分担額の60

万円を割ってしまう危険性さえふくんでいると考えた人達も多く,計画者にしても,カラマ

ツ材は安価であり,収益性は高くないから,投機的な期待はしないで欲しいと呼びかけてい

たのであり,それに対応して,費用分担者の側でも,一応は資産形成のために費用分担に応

じたのであるが,カラマツ林経営を利廻りがよくて,投機的に有利なものとして考えたわけ
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でなく,むしろ,

イ) 心のゆとり感をささえるものとして

ロ) インフレに対して強い 〝もの■′として

-) 夢を青くむものとして

評価したのであった｡そして,計画者は,カラマツ林の 〟もの〟的価値の低さから,費用分

担者に逃げられることを恐れて,事業のなかに ''ふるさと"形成をもち込み, J'ふるさと〟

的価値を高めようと考えたのであった｡

このようにして行なわれた小海町の L'ふるさとの森〝事業に内在している主要な問題点と

して,

イ) 費用分担筋が60万円であること

ロ) 対象面積が204haと広大なこと

-) 〟ふるさと〝関係形成の難かしいこと

をとりあげ,その問題性をここで明確にしておくことにしよう｡

1 費用負担額が60万円であること

小海町の 'Jふるさとの森〝事業の場合,最初からカラマツ材の価値の低さを明らかにしな

がら,費用分担者の募集が行なわれ,そのような中で木材の価値以外の価値を見出した人達

が費用分担に応じたものと考えられる｡

確かにカラマツ林業の収益性は低い｡小海町の 〟ふるさとの森〝事業対象地のような高標

高の立地では,さまざまな条件をならして考えてみると,50年生林分のカラマツ蓄積量は約

200m3Pla程度であるとみなさざるを得ない｡そして,現在のカラマツ材価では,現地での立

木価はせいぜい1.5万円/m3であるから,現在50年生のカラマツ林分0.5haで50%の分収が行

なわれるとすると,配当金質は75万円程度にすぎないのであるoすなわち,現時点で60万円

の費用分担したものも,カラマツ材価に変動がないとすれば,30年後になっても75万円にし

かならないのである｡

たとえ,費用分担者が応募した理由が投資的でないにせよ,事業主体が役場であることに

信頼を寄せている点を考えると,カラマツ林の資産評価が正当に行なわれて,できるだけ多

くの金額が配当されることを期待していると考えてよいOまた,たとえ収益性を期待してい

なかったからといっても,30年後の配当金質が当初の費用分担額よりも下廻るようなことに

なると,それはやはり社会的な問題にもなり得るであろう｡

そのような点からみて,費用分担餌が0.5haあたり60万円であり, 伐期においての分収比

率が50%であるという条件は,きわめて厳しいものと考えざるを得ない｡

2 対象面積が204haと広大なこと

北牧財産区の直営林面積は825haであり,そのうちで 〟ふるさとの森〟 として設定された

のは175haである｡ そして, それに隣接した小海町有林の29haも 〟ふるさとの森〟に組み入

れられ,結局204haという一大団地が 〝ふるさとの森〝事業の対象地となり,30年後には伐

採して収益を分収するという契約が交わされたのである｡もっとも契約書の第6条には 〟契

約対象森林につき,森林施業計画を作成し〟と規定されて,合理的な森林施業が行なわれる

ようになされている｡しかし,北牧財産区有林の場合を考えると,30年後に175ba,すなわ

ち全管理面積の20%におよぶカラマツ林が一斉に皆伐されてしまうというような計画は,柿
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業本来の方向である L'法正齢級配置"的志向からも, ''林業労務管理〟的視点からも,決し

てよい計画であるとは言えないのであり,やはり,長期的には,投入する経費の面でも,あ

げ得る収入の面でも,必要な労務量の面でも,年 恒々常的であるような経営にもっていく計

画がすく･れていると言えよう｡

それに加えて,森林のもっている社会的機能,すなわち水源演義機能,土砂流出防備機能,

風致機能,休養機能などの諸点から考えると,204haにおよぶ大伐採跡地をまとめてつくり

出すようなことは好ましくないのであり, この点においてもやはり対象面積が204Ilaという

ように広大なことは問題とならざるを得ないであろう｡

3 〟ふるさど ′関係形成の難かしいこと

小海町が ''ふるさとの森''事業を進めていくにあたって,カラマツ林業の収益性の低さや,

それに対応しての契約費用分担額の高さなどを考慮して, 〟ふるさと〟を費用分担者に対し

て提供していくように考えられ,〟特別町民制度〟が施行された.そして, "ふるさとの森'′

祭などが計画されて, LL特別町民"にとって小海町が I'ふるさと〟になるような方向で事業

が進められている｡

そもそも L'ふるさと〟とは,広辞苑によると,

イ) 古く物事のあった土地,古跡,旧跡

ロ) ふるびて荒れた里

･､) 自分の生まれた土地 故郷,郷里

ニ) かつて住んでいた土地

とされていて,一般には-)とニ)との意味が使用されていることが多い.

また, 〟ふるさと〟に関しての全国調査の結果注)によると, 〟ふるさと〟とは,

イ) 自分の生まれた所 84%

ロ) 自分が主に育った所 87%

であると考えられており, 〟ふるさと〟という言葉を聞いて想い浮かべるものとして,

イ) 山,川,浴,田畑,田園などの表現による L'自然"

ロ) お母さん,おふくろなどの表現による 〝親′′

-) 一一友だち〝

ニ) 夕焼け,山なみ, トンボとり,水軍小屋,菜の花畠などの 〟想い出〝

ホ) やすらぎ,素朴さなどのような LJ牧歌的な感覚′r

-) 祭り,正月のような 〝古来の風俗習慣〟

などがあげられていた｡すなわち,私達日本人にとって 〟ふるさと〟の土地は,同時にその

土地の自然や人間の風俗習慣に密着した JJJLlのふるさと〟として把握されるのである｡

小海町で提供されようとしている 〝ふるさと〟は,まさに土地の自然や人間の風俗習慣に

密着した 〟心のふるさと′′なのであり,そのような J'ふるさとr′を実体化しようと, ''ふる

さとの森〟の費用分担者を "特別町民"にして,一般町民と等しい権利を与えるようにされ

た｡

このような小海町の企画は, 〝ふるさと〟を持っていない都市住民の多くの人達には,す

荏) 全国から抽出された約2,000人の男女を対象として行なわれたもので,昭和53年4月8日の読売新

聞に掲載された記事によっている｡
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ばらしいものとして受け入れられたようであり, 〟特別町民〟の多くが,そのような小海町

の企画を受け入れていく姿勢を示している｡

小海町が 〟特別町民〟との IIふるさと"関係を実体化していこうと考えている意欲には敬

服するし,それを実行していくことはすぼらしいことである｡しかし, 〝ふるさと〟を実体

化させることは容易なことではなく,それだけに,多くの難かしい問題を抱えこんだように

思われてならない｡

蛋3 事業の展開のための提言

小海町の 〟ふるさとの森〝事業の問題点としてとりあげた問題点を克服して事業を展開さ

せていこうとするには,

費用分担額が60万円であること

対象面積が204haと広大なこと

という問題に対しては,北牧財産区の森林経営に関するものとして,

イ) 地域カラマツ林業の確立

p) 保続生産への体系的整備

などの方法で対処していく必要があろうし,

〟ふるさと〝関係形成の難かしいこと

という問題に対して対処していくひとつの方法として

-) 特別町民の自然への誘導

があげられよう｡

1 地域カラマツ林業の確立

小海町の 〟ふるさとの森r′事業が行なわれた背景には,

イ) 外材による木材市場支配下においてのカラマツ材価の低迷,地域においての第 2次･

第 3次産業への労働力の流出などによって,地域においてカラマツ林業が成立する基

盤が失われようとしてきたこと

p) カラマツ林も幼齢林のみが多く, 高齢林はほとんど存在せず, 林業としての基盤で

ある法正齢級配置条件が満たされていないので,現時点では資金の投入のみを必要と

し,収益はほとんど期待され得ない状況になっていること

などの理由によって,北牧財産区においてのカラマツ林経営が危機に瀕し,カラマツ林経営

を維持し得なくなった事情が存している｡

〟ふるさとの森〝事業が進み,北牧財産区で多額の林業資金を集め得て,経営資金面での

問題がなくなった現在においても,カラマツ林業の脆弱性は解消されたわけでなく,なお依

然としてカラマツ林経営の苦しさは続くであろう｡

このようななかで,北牧財産区としては,0.5haあたりの費用分担額60万円を,30年後に

はそれ以上の額として配当していかなければならない責務があり,そのために,カラマツ林

業の強化 ･確立を図らなくてほならないであろう｡そのような地域カラマツ林業の確立のた

めに,北牧財産区として努力しなければならないことは,

イ) カラマツ林業技術体系の確立
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ロ) カラマツ材の需要拡大

-) 地域内林業労働力の確保

などであろう｡

(1) カラマツ林業技術体系の確立

カラマツ林業技術体系は,当然のこととして,労働力や労働手段に大きく依存している｡

戦前に小海町あた りで成立していたカラマツ林業技術体系は,農民層の豊富な労働力と簡単

な道具類を前提とした小農的技術と考えられたもので あった し,戦後になって 〟生産力増

大"を指向して展開されたカラマツ林業技術体系は, 〟密管理 ･短伐期〟を前提とし,大型

集材機などの横枕類やいろいろの農薬頬などを使用していくといった小径材の量産的技術で

あった｡

現在においては,カラマツ材の需要構造の変化によって,小径材の大量的供給ということ

があまり意味をもたなくなってしまい,小径材の量産的技術体系は現実には適合し得なくな

ったし,また戦前には普通であった小農的技術に戻すにしては,労働力事情があまりにも違

いすぎてしまっている｡また戦後においてカラマツ林業技術は部分的に肥大化の一途を辿り,

それらがノミラバラのままに存しており,現実に適用し得るカラマツ林業技術体系は存してい

ないといえよう｡

今後,カラマツ林業技術体系を考えていく場合,その生産目標をある狭い特定のものにし

ぼってしまうことを避けて,きわめて多様的な用途に対応し得るような生産目標をたてるべ

きではなかろうか｡そのためにはきわめて正統的な〝長伐期を前提とする大径材の保続生産〟

を基本的目標にすることがすすめられよう｡というのは,そのような方向で施業が行なわれ

てさえおれば,カラマツ材の需要構造に多少の変化が生じたとしても,きわめて柔軟な対応

を示していけるか らである｡

また 〟ふるさとの森〝ならびに北牧財産区の直営林の立地しているところが,高標高地で

保健休養に適した場所であるだけに,保健休養機能をも充分に発揮させるように考えていか

なければならないし,また水源地帯として水源滴養機能をも発揮させ得るような林業技術体

系でなくてはならない｡

それとともに,小海町の社会的情勢の変化はすさまじく,生活の都市化も進み,林業労働

力のいちじるしい減少と高齢化も進んでいるだけに,これらに対応するような技術体系が要

求されている｡

そうであるから,北牧財産区において展開されなければならないカラマツ林業技術体系な

るものは,

イ) 多面的な機能を発揮し得る森林を日ざL

p) 自然環境を破壊することなく

-) 少ない労働力で対応でき

ニ) 多くの経費を必要としない

ようなものでなくてはならず,そのようなカラマツ林業技術体系を,しかも小海町において

適用できるようなカラマツ林業技術体系を確立していかなければならないのである｡

その時に参考になるのは 〟列状間伐′′技術体系の考え方であろう｡というのは, 〝列状間

伐川とは,単に列状に間伐するというだけでなく,それに続くところの横枕による経費節減
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的搬出,材種をまとめて有利な流通体系を前提とした大量的販売をふくめた総合的技術体系

だからである｡

(2) カラマツ材の需要拡大

カラマツ材は,今まで坑木用,杭丸太用 ･土木用などに多く利用されてきたが,外材が大

量的に輸入されるようになった上に,経済成長が低下し,公共的投資額が減少してきている

こともあって,それらの方面での需要量が低下しているので,新しい市場の開拓が強く望ま

れるようになっている｡

カラマツ材の新しい市場を開拓していくにあたっては,

イ) 材の欠点が日立たなく,長所が生かせる用途

p) 大量的に利用され得る用途

-) 比較的高価で利用され得る用途

ニ) 低価格性を生かして他の材にとって代り得る用途

を日ざすことが必要であろう｡

また,カラマツ材の需要拡大のためには,

イ) 技術的開発

ロ) 技術の一般化 ･普及

-) 製品販売体系の確立

ニ) 製品の宣伝

などの総合的視点が必要であろう｡

(3) 林業労働力の確保

〟ふるさとの森′′事業を小海町で進めていく場合,良質の労働力を雇傭してすぐれた管理

をしていかない限り,苦しい状況下にあるカラマツ林業では,30年後においても充分な配当

は望めないであろう｡北牧財産区が良質の若年労働力を確保することは,カラマツ林業経営

を展開させていくエネルギ-源を得ることになるだけに,まずその方向での努力を期待せざ

るを得ない｡

ところで,林業労働は概して重労働であり,低質な肉体労働をふくむところが多く,また

作業が天候に大きく左右されて,雨天には就労不能になったり,作業に季節性があった りな

どして,きわめて不安定な就労しかできないうえに,作業仕組も合理的であるとは言えず,

また危険度も高く,低賃金に甘んじなければならないことも多く,林業労働はどうしても敬

遠されがちになっている｡それに加えて高度経済成長期以降においては,農工間に所得格差

が明確に生じるようになり,小海町においても兼業就労機会が増大してくるにつれて,若年

層が林業労働からまったく離れてしまい,現在,林業労働に従事しているのは高齢者のみに

なってしまっている｡

このような状況下で若年労働力を林業部門に確保していくことは確かに難かしいかも知れ

ない｡しかし,そのような労働力を全面的に林業内部で固定しなくてよいのであって,高原

野菜づくりの農家などの余剰労働力をうまく結合するなどの方法によって可能とも考えられ

るのであり,やり方によっては地域を展開させていく中核にもなり得るだろう｡

2 保統生産への体系的整備

森林 ･林業が地域に対して果している主要な役割は,木材の生産による地域住民の所得形
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成というだけでなく,自然的生存基盤の確保,休養的 ･健康的環境の確保などの諸方面にま

でおよぶようになってきている｡それだけに森林の整備は地域社会にとって重要なものにな

ろうとしている｡そのような中で天然林の価値の高さが説かれ,人工林を否定していくよう

な意見も存しているが,北牧財産区において考えていかなければならないことは,これらの

森林の役割をカラマツ人工林によって果させていくことである｡

このような方向でカラマツ人工林を整備していくときの基本的態度は,やはり法正齢級配

置状態をつくり出していくことであろう｡ところが ''ふるさとの森"事業の遂行は,北牧財

産区の直営林において,30年後に175haにおよぶ面積のカラマツ林を 皆伐するということな

ので,経営内において法正齢級配置状態をつくり出していくという方向を否定する側面をも

っている｡

それに加えて, その時点で175haにわたる面積のカラマツ林の皆伐を行なうとすれば, 非

常に多くの林業労働力を一時的に必要とするだろうし,さらにそれに続く植栽や保育に対し

てより多くの林業労働力を必要とすることになり･その､ような林業労働力を実際に調達でき

るかとなると,それは非常に難かしいと考えざるを得ない｡

とは言え, 〝ふるさとの森けの175haについては,30年後には伐採収益の50%の分収を当然

行なわなければならないのであるから,例えば,50%の列状伐採 (主伐)を行ない,費用分

担者の取り分にあたるその伐採収益の全額を,費用分担著に対して配当していくような方式

などを採用すれば,カラマツ林は残存し得るし,それに続く造林や保育の手間も省き得るだ

けでなく,森林の社会的機能をも消失させなくてすむであろう｡とにかく,30年後に一度に

175haにおよぶカラマツ林を皆伐してしまうことだけは避けなければならない｡

3 特別町民の自然への誘導

現代はど自然が新たな意味において重要とされるようになった時代はなかったであろう｡

身近におこった自然破壊や公害などといった環境問題が社会的に大きくとりあげられるよう

になってきて,人々は自然に対してより大きな関心を払うようになり,自然を求める欲求が

高まってきている｡

自然を訪れてくる人達は, 〟静けさと清浄にして新鮮な空気〟を求めている場合が多いが,

それは平常の生活空間 (都市環境)において騒音や悪臭に悩まされているからであり,その

ような都市環境とまったく対比的な自然はすぼらしいものとみなされているのであろう｡ま

た日常的にいろいろと規制されている管理社会の煩しさを感じている人達は,自然内におい

て 〟活動の自由性〟を見出すとき,心からの休養を感じるであろうoそれとともに,自然の

多様性は人間の好奇心をそそるものであり, 〝自然観察〟の楽しさは魅力的であり,多くの

人達が子供達にその按会を与えようと考えているのも当然であろう｡そのような自然愛好者

だけでなく, 〟キノコ狩り･山菜採り〟をする人達もまた,自然をすぼらしいものと感じて

いる｡

ところで,そのような 〝自然〟といった場合,通常天然林や混交林がす ぐれているとされ

ている｡確かに多様性の原則が自然享受の場合にも有効であるだけに,それは否定し得ない

であろう.天然林で濃緑色の針葉樹の間に,春にカニデ ･カンパ ･ナナカマドなどの黄緑色

に輝やく新緑が萌え出てくる光景や,また秋になって真紅の紅葉が暗緑色の針葉樹の木々の

間で映えるときなどは,とくに印象深いものとなる｡しかし,天然林だけがすばらしいので
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ほない｡カラマツー斉林といえどもすぼらしさが見出せるであろう｡

イ) 陽性で太陽に親しみやすいこと

ロ) 落葉性で春の淡い新緑,秋の黄金色に輝やく黄葉,冬の通直な樹幹の聾立などによ

って四季性を強く感じさせてくれること

などはカラマツ林の風致的特性であろう｡

カラマツ林の四季は,他の針葉樹林に見られない春の芽ぶきの美しさに始まり,夏には他

の針葉樹林が濃掠色に彩られているなかで特有の淡緑色を添え,秋には黄金色に輝やく黄葉

を見せるとともに,遠景としては幾何学的な美しさとして映え,林内においては輝やくよう

な陽だまりの中で秋の深いことを感じさせてくれる｡そして,落葉した冬のカラマツ林は通

直な樹幹をむき出しにして自然の厳しさを感じさせてくれる｡

そして 〝ふるさとの森〟に立つと,天候に恵まれればここから間近に吃立する八ヶ岳連峰

をはじめ,はるかに望む秩父連山,佐久平をへだててかすむ浅間の煙などの眺望をも欲しい

ままにできる｡

このように風致的にすぐれた 〟ふるさとの森〟を活用することによって,北牧財産区とし

ても特別町民に対して,彼等も望んでいる 〟自然との接触〟をより積極的に進めていくべき

であろう｡

そして,特別町民が,静かに森林内を散策できるように,森林から多くのものを学習し得

るように,森林内で遊べるように,森林内で運動できるようにするために,〟ふるさとの森〟

に遊歩道 ･林内広場 ･林内子供遊び場 ･展望台などを整備していくことが必要であろう｡

しかし,特別町民の自然との接触を拡大させていくためには,このような施設を設置する

だけでは不充分であろう｡というのは,現代の都市住民は自然に対しての恒がれを持ってい

るものの,直接的に自然内に入っていく方法をまったく知らないからである｡それだからこ

そ 〝自然との接触はどのようにすれば可能か〟について指導し,林内へ誘導していく自然誘

導者が必要なのであり,良き誘導者が良き誘導を行なっていくことによってはじめて,特別

町民も自然との接触を実体化させ得るようになるであろう｡

お あ りに

もともと林業経営は植栽してから伐採して収入をあげるまでには40年とか50年とかいうよ

うなきわめて長い年月を必要とし,したがって,植栽 ･下刈り･除伐 ･枝打ちなどの森林保

育のた桝 こ投下された資金は,伐期に達するまで長期間にわたって固定化されてしまうとい

う可能性をもっており,それは林業の展開を阻害している大きな要件となっている｡

それに加えて,社会の都市化 ･工業化にともなって労働賃金が高騰し･林産物としての木

材はその生産経費をカバーし得ない状況にまで追いこまれてしまっている｡とくにカラマツ

林業においては,その現象が顕著である｡

そのようなカラマツ林業の苦悩の中から生れた小海町の 〝ふるさとの森〝事業は,騒音や

悪臭に悩み, 〟ふるさと〟を失ってしまった多くの都市住民によって共鳴され,支持されて

発足した｡

この事業の社会的意義については,今の時点では明確にし得ないが,少なくとも都市部に
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存していた資金が,林業資金として導入されたことは確かである｡その点だけでも,林業的

には評価し得るが,それ以上の意義をももち得るように,林業経営的視点からの提言をして

みた次第である｡



特定分収契約設定事業の検討

Untersuchungen uber die spezielle Methode der Ertragszuteilung 

fur die Kostenmitubernehmer

―Beispiel in "Heimatswald" zu Koumi―

von Satoshi SUGAHARA

InstitutfurForsteinrichtung,AckerbauwissenschaftlicheFakultat,
ShinshuUniversit且t

ZusammenEassung

15

DiespezielleMethodederErtragszuteilungf山･dieKostenmitiibernehmeristein

Methodef山･dieVerm6genbildungnitHilfevom Wald. Dazuistesg也nstigfar

einMethodefむ HWohneninGriinen".

ZurZeitgibtesdieung血stigeUmweltbedingungen(gum BeispielLuftversch-

mutzung,Larmbel畠stigung,unzureichendeFreir乱ImeundGrtinztige,starkerStraβen-

verkehr,SanierungsbedtirftigeWohnungen)invielenstarkverstadtertenGebieten.

"WohneninGrtinen"istdasVerlangenftirdenBewohnerindenGroβst畠dte.

InKoumi-Machi,Minamisaku一一Gun,Nagano-Ken,wurdediespezielleMethode

derErtragszuteilungftirdieKostenmittibernehmervondenBtirgermeisteramtauf-

genommen,undwurdeyonvielenStadtsbewohnergezeichnet.

DerlnhaltderMethodederErtragszuteilunginKoumi-Machiistwiefolgt:

1)Waldbesitzer
Kitamaki-Zaisanku 175ha

Koumi-Machi 29ba

2)HolzartundBestandesalter

Larchevon20Jahrehis25Jahre

3)Vertragsdauer

30Jahre

4)Vertragsflacheninhalt

O.5haproAntei1

5)Vertragsbetrag

600,000YenproAntei1

6)ProzentsatzinErtragszuteilung

Vertragschlieβender 50%

Waldbesitzer 50%
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7)BesondereVergtinstigungen

BegabungderBerechtigungalsdieauPerordentlicheBiirger

BenutzungspreisabzugderErholungseinrichtungen.

DiedreigroβeStreitpunkteindieserMethodeYondenforstwirtschaftlichen

Gesichtpunktsin°:

1)KostspieligkeitdesVertragsbetrags

2)Ger乱ImigkeitderGegenstandswaldfはche

3)Schwierigkeitder''Heimatsbildung"ftirdieStadtsbewohner.

UmErfolgindieEntwickelungdiese一Methodeerzuwarten,Solldiefolgende

MaPnahmegetroffenwerden.

1)FeststellungderregionalenforstwirtschaftlichenM6glichkeit

(1)FeststellungdesforstwirtschaftlichenTechniksystemftirLarchenwalder

(2)NachfragesteigerungderLarchenh61zer

(3)SicherungderforstlichenArbeiterindieserRegion

2)SystematischeEinrichtungmachdienachhaltigeProduktion

(1)FestsetzungdesrationellenforstlichenWirtschaftsplans

(2)AufnahmedesstreifenweisenAbtriebsverfahren

3)EinfahrungderVertragschlieβenderindenWald

(1)AusstattungnitErholungseinrichtungen

(2)AusbildungderNaturf也hrer.


